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コロナ禍において、生活様式の変化を求められましたが、その中で新たな趣味として「楽器演奏」を始めた方もいらっ

しゃるのではないでしょうか。今回は、その楽器の中でも電子楽器事業を行う企業の業界団体である、一般社団法人

音楽電子事業協会さまのお話をお伺いしました。これまで、そして現在の製品安全・環境委員会での部会活動や、注

目されている規制の動向などを教えて頂くことができました。
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インタビュー

――　本日はどうぞよろしくお願いいたします。まず、

一般社団法人音楽電子事業協会（AMEI）さまについて

お教えいただきたいと思います。設立の歴史からお伺

いできますでしょうか。

水野　我々、一般社団法人音楽電子事業協会（AMEI

（アメイ））は、1996 年 4 月 1 日に設立された団体で、

まずは社団法人として始まり、その後 2012 年に一般

社団法人となりました。電子楽器を量産し、一般の電

子機器と同じように流通させていく等、業界の発展を

目的として、電子楽器を製造する企業が中心となって

設立されました。初めは十数社から始まった団体です

が、今は電子楽器や関連機器に関わる 25 社が会員企

業となっています。

製品安全の委員会は設立時から活動しており、月に

1 度集まり、製品安全に関する情報共有を活動のメイ

ンとしていました。当時は、特にヤマハさんに情報提

供いただいて、業界としての理解を深めていました。

現在は製品安全・環境委員会の専門部会（製品安全規

格部会・環境問題研究部会）がそれぞれ年 4 回のミー

ティングを行っています。当初から変わらず、各社で

国内外の情報を持ち寄って情報共有や意見交換をし、

電子楽器と関連機器の安全性確保・環境問題への対応

を検討して、その後、自社の製品製造に活かしていた

だいています。

浅賀　私が委員会の活動に参加し始めた 2010 年ごろ

は 2 か月に 1 度ほどの頻度で集まっていましたが、設

立当初はそれよりも多く頻繫に集まっていたのです

ね。

水野　そうですね。月に 1 回は集まり、情報共有をし

ていました。

――　水野さまは、当時の様子をご存じですが、当時

から事務局としてご活躍なされていたのでしょうか。

水野　いえいえ、事務局として携わったのはここ

10 年ほどです。それ以前は、コルグさんの設計担当

として、AMEIの活動に参加していました。その時は、

容器包装リサイクル法の改正に伴う事業者負担や国へ

の報告について取り組んでいました。

――　ありがとうございます。会員企業の 25 社が製

品安全・環境委員会の部会活動に参加されているので

しょうか。

鈴木　それぞれの部会活動に参加されているのは、会

員企業の中でもハードウェアメーカーである 9 社で

す。コロナの影響によってオンラインで部会活動をし

ていましたが、今月（2023 年 10 月）から対面でのミー

ティングを再開しました。

――　製品安全・環境委員会では、どのような規制を

取り上げ、情報交換されているのでしょうか。

片岡　環境問題研究部会としては、やはり EUの

RoHS、 REACH、米国の TSCAはもちろん、PFAS（有機

フッ素系）規制動向、プラスチックリサイクル、エコ

デザイン指令など取り上げる話題は多いです。

鈴木　製品安全規格部会では、リチウムイオン電池規

制について気にしています。さらに、欧州電池規則も

注目ですね。そのほか、電子機器の国際規格や各国の

認証規格の動向についても継続的にチェックしていま

す。

部会のメンバーがそれぞれこれらに関連した情報を持

ち寄って、電子楽器としての解釈を確認したり、意見

交換したりして部会が進められています。

一般社団法人音楽電子事業協会（AMEI）製品安全・環境委員会
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――　ありがとうございます。規制の動向については

後程、また詳しく伺いたいと思います。ところで、日

本企業が製造・販売する電子楽器はグローバルに展開

されているという認識でよろしいでしょうか。

鈴木 EU、米国、中国の市場規模が大きい地域はも

ちろん、そのほかの国でも市場導入している企業さん

が多くいらっしゃいます。日本の電子楽器の世界的な

シェアは高いですね。

水野　米国や EUの楽器メーカーでは社長さん自ら発

明した楽器を販売するようになった企業さんがあるの

に対して、日本の楽器メーカーは量産体制・販売体制

を整えた上で、製造・販売をすることがほとんどなの

で、シェアを獲得できているのだと思います。

他団体との協力やこれまでの委員会活動

――　電子楽器も電子機器ですが、そういった面で電

子機器の他団体さんとの協力や情報交換の機会などは

設けていらっしゃるのでしょうか。

鈴木　製品安全規格部会では、JEITA（一般社団法人電

子情報技術産業協会）さんの EMC委員会マルチメディ

ア EMC専門委員会にAMEIとして参加しています。さ

らに、JBMIA（一般社団法人ビジネス機械・情報シス

テム産業協会）さんの IEC/TC108 国内委員会（第 108

委員会）へも AMEIとして 1 名参加し活動をしていま

す。

片岡　環境問題研究部会としてはありませんが、それ

ぞれの企業が他団体での活動もしています。弊社は

JMC（日本機械輸出組合）さんに参加しています。

浅賀　以前は、JGPSSI（グリーン調達調査共通化協議

会）に環境問題研究部会から参加していたことがあり

ました。ご存じの通り JIG-201（ジョイント・インダ

ストリー・ガイドライン）を最後に、国際規格である

IEC 62474 に引き継がれ、JGPSSIは解散となりまし

たので、現在部会として参加しているものはありませ

ん。JGPSSIへは私がAMEIの担当として参加していま

した。製品含有化学物質管理の情報伝達ということで

は、我々も電子電気機器と同じく歩んできたといえま

す。

――　電気用品安全法における PSEマークについて、

ビンテージの電子楽器はマークなしで販売ができる例

外承認制度がありますが、こちらへの取組みは行われ

たでしょうか。

鈴木　私自身その頃はまだ製品安全規格部会に参加し

ていなかったのですが、ビンテージ電子楽器の例外承

認制度にむけて 2006 年当時、AMEIの製品安全規格

部会として、経産省への働きかけを行ったと聞いてい

ます。

浅賀　当初は、ビンテージ電子楽器についても PSEの

認証を必要とするという話でしたが、既に出回ってい

るビンテージのものについて誰がどう審査するのか、

安全の担保はどうするのかという話し合いがされ、ビ

ンテージ電子楽器の認証は現実的でないと判断された

と聞いています。そのため、現在は経済産業大臣に申

請をして承認を受けることにより、ビンテージの電子

楽器を PSEマークなしで販売することができるように

なっています。
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はじめに

ナノテクノロジービジネス推進協議会はナノテクノ

ロジーに関するシーズ・ニーズのマッチングの促進に

より、新たな産業の創生を図り、ナノテクビジネス

の発展と豊かな国民生活の実現を目指すことを目的

に 2003 年 10 月に設立された。その後、2008 年 12 月

からは一般社団法人として活動している。協議会内

に、社会受容・標準化委員会が設置され、ナノマテリ

アル及びその使用製品の利用促進のため、関係府省及

び研究機関等と協力して、ナノマテリアル等に関する

基本的知識、安全性情報などの整備・共有を図るとと

もに、規制等に対してナノマテリアル業界としての立

場からの提言を行っている。国際市場・流通環境整備

の観点から、ISO/TC229 や OECD/WPMN等における

標準化活動にも参画している。特に社会受容・標準化

委員会傘下のナノマテリアル安全分科会は、2017 年

10 月に設立され、ナノマテリアルの製造者及び使用

者等、31 社の企業とオブザーバー 11 団体から構成さ

れており、大きく三つの主課題を設定し、活動を継続

している。「ナノマテリアルの有害性評価に関する主

課題」、「ナノマテリアルのリスク評価に関する主課題」

及び「ナノマテリアル等に係る各国の規制動向等の調

査（情報収集と必要に応じ提言）」である。また、社会

受容・標準化委員会傘下の CNT分科会では、欧州に

おける CNT（カーボンナノチューブ）の規制案件に関し

て、産学官連携で対応している。

　今回は、社会受容・標準化委員会で深く関わってい

る各国のナノマテリアルの規制動向について紹介す

る。

1. ナノマテリアルの一般的定義（ISO）

ナノマテリアルの定義は、各国及び各国の分野や

法律により異なっているものの、「ISO/TS 80004-1

Nanotechnologies ̶ Vocabulary ̶ Part 1: Core terms」

が基本となっている。ISO/TS 80004-1 によるナノマテ

リアルの定義を以下に示す。

特集 1

ナノマテリアルをめぐる規制の動向

（一社）ナノテクノロジービジネス推進協議会　社会受容・標準化委員会

杉浦　琴（すぎうら　こと）

奥田　雅朗（おくだ　まさあき）

米田　正（よねだ　ただし）

長島　敏夫（ながしま　としお）

石井　伸晃（いしい　のぶあき）
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ISO/TS 80004-1 におけるナノマテリアルの定義
何らかの外径寸法がナノスケールであるか、またはナノス
ケールにある内部構造若しくは表面構造を有する材料
この用語にはナノ物体及びナノ構造材料を包含する

• ナノ物体 : 一つ、二つまたは三つの外径寸法がナノス
ケールである材料

• ナノ構造材料 : 内部ナノ構造または表面ナノ構造を有
する材料

• ナノスケール : 概ね 1 nm～ 100 nmまでのサイズ範囲
• ナノ構造 : 相互に関連した（inter-related）構成要素の組
み合わせであり、これら要素の一つまたは複数がナノ
スケール域にあるもの

　上記に基づき、これまで欧州や米国、日本等におい

ても、各法律の枠組みに即したナノマテリアルの定義

付けが行われている。

2. 欧州

　欧州では、化学物質管理に係る規制である REACH

規則（Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction 

and Chemicals;化学物質の登録、評価、認可及び制限

に関する規則）において、2020 年 1 月 1 日よりナノマ

テリアルに対して個別の情報要件が追加されすでに運

用が開始されている。また、その他複数の個別製品規

制においても、ナノマテリアルは何らかの形で規制の

対象となっており、現在、REACH規則以外には、殺

生物性製品規則、医療機器規則、化粧品規則、新規食

品規則、消費者への食品情報の提供に関する規則、乳

幼児向け食品、特別な医療目的の食品、及び体重管

理のための全食事代替品に関する規則、RoHS指令に

おいて、ナノマテリアルが規制対象として扱われてい

る。

2.1 欧州全体での化学物質管理規制における

動き

　欧州では 2019 年 10 月に公表された欧州化学物質

戦略により、これまで欧州において、ナノマテリアル

に係る各規制での扱いが、規制毎に異なっている実

態を見直し、「1 物質 1 評価」の方向へ進む方針が示さ

れ、その一環として、ナノマテリアルの定義について、

EU化学物質法全体で一貫した用語を使用する必要が

あることが指摘された。これにより、欧州では、ナノ

マテリアルの定義も含め、規制間でのナノマテリアル

の扱いに関する検討が開始されている。

2.2 ナノマテリアルの定義

2.2.1 欧州ナノマテリアル定義勧告

　欧州では、2011 年に「ナノマテリアルの定義勧告」

（Recommendation on the definition of a nanomaterial 

（2011/696/EU））（以降、2011 年欧州ナノ定義勧告、と

呼ぶ）が策定され、ナノマテリアルについて定義づけ

が行われた。その後、欧州内ではナノマテリアルの定

義に関しては見直すべきであるとの議論があり、欧

州委員会の共同研究センター（JRC）を中心として、ナ

ノマテリアルの定義の見直しに関する検討が行われ

た。その結果、2022 年 6 月 10 日に欧州委員会（EC）

は 新 し い 勧 告「COMMISSION RECOMMENDATION 

of 10.6.2022 on the definition of nanomaterial」（以 降、

2022 年更新欧州ナノ定義勧告、と呼ぶ）を発表した。

2011 年欧州ナノ定義勧告におけるナノマテリアルの

定義は、ナノマテリアル及びナノテクノロジー全般に

関連するサイズ範囲が 1 nm～ 100 nmの範囲であると

いうコンセンサスに沿うものであった。この定義は、

閾値を含む最初の定義の一つであり、粒子の十分重要

な割合がナノスケールの範囲にある（※この場合は、

1 nm ～ 100 nmの粒子が数サイズ分布で 50 %以上を

占める、と定義している）粒子状物質に限定している。

この閾値は、この定義に規制的な意味での強制力を持

たせるために必要とされていた。また、この定義はハ

ザード /リスクとの関連で設定されることを意図して

おらず、「バルク」とは特性が異なると予想される材料

のクラスの区切りを示すことを意図していると欧州委

員会は説明していた。したがって、ナノマテリアルに

特化した規定で定められる特定の精査が必要になる場

合がある、と説明していた。さらに、安全性の観点か

らは、材料 /製品中のナノスケール粒子を評価前に特

定し、最適な方法を確実に採用することが重要である

との考え方が示されていた。なお、この 2011 年欧州

ナノ定義勧告は、欧州の規制（REACH規則、殺生物性
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はじめに

　約 30 年以上前に制定され、今年 6 月に 20 年以上

ぶりに改正されたカナダ環境保護法（CEPA）について、

その法規制の概要と最新の規制動向を紹介する。さら

に新規化学物質届出や重要新規活動（SNAc）規則への

対応を行う際の注意点など、CEPA対応のポイントを

解説する。

1. カナダ環境保護法（CEPA）の概要

カナダ環境保護法（CEPA）は 1988 年 6 月に制定さ

れ、国内物質リストを整備して 1994 年 7 月から新

規化学物質届出制度が施行された。その後、1999 年

4 月に大幅に改正され、「1999 年カナダ環境保護法

（CEPA1999）」として 2000 年 3 月から施行された。

CEPA1999 は持続可能な開発に貢献するための汚染防

止、環境と人の健康の保護に関する法律であり、同法

に基づいて有毒であると判明した物質を管理すること

を定めている。

　所管当局はカナダ環境・気候変動省（Environmental 

and Climate Change Canada）と カ ナ ダ 保 健 省（Health 

Canada）で、主な規制内容は以下である。

新規化学物質の製造前届出（新規化学物質届出規

則 :化学品およびポリマー）

重要新規活動（SNAc）

個別規制物質（特定有毒化学物質禁止規則）など

2. カナダの化学物質インベントリー 1-4）

カナダには、国内収載物質リスト（DSL:Domestic

Substances List）と国内未収載物質リスト（NDSL:Non-

domestic Substances List）の 2 つのインベントリーがあ

り、どちらのインベントリーにも物質名が公表された

物質のほか、物質名をマスクした物質も収載されてい

る。2023 年 9 月現在、DSLは 28,671 物質、NDSLは

49,268 物質が収載されている。

特集 2

カナダ環境保護法（CEPA）の概要と
最近の動向

（株）三菱ケミカルリサーチ　化学品コンサルティンググループ

グループリーダー 枡田　　基司（ますだ　もとし）

欧米チームリーダー 吉村　奈緒子  （よしむら　なおこ）

  時見　　博子（ときみ　ひろこ）

  長元　加奈子（ながもと　かなこ）

  細川　　説子（ほそかわ　せつこ）
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2.1　国内収載物質リスト（DSL）

DSLは、カナダで製造 /輸入されている物質が収載

されているリストである。1984 年 1 月から 1986 年

12 月までにカナダで商取引があったとみなされた

約 23,000 物質が 1994 年 5 月に公表され、その後、

約 6-8 週間ごとに改訂され、収載物質の情報の更新ま

たは削除が行われている。これらのDSLの修正情報は

官報（Canada Gazette）に公表される。

DSLに未収載の物質はカナダでは新規化学物質とみ

なされ、CEPAの下位法である新規化学物質届出規則

（New Substances Notification Regulations（Chemicals and 

Polymers））で後述する情報を含めた届出が必要であ

る。また、DSLの収載物質のうち、例えば Sのフラッ

グが付いた物質は重要新規活動（SNAc）要件の対象に

なり、重要新規活動届出（SNAN）が必要となる。DSL

などカナダの規制物質に関する情報は図表 1 のウェ

ブ サ イ ト（https://pollution-waste.canada.ca/substances-

search/Substance?lang=en）にて検索することができる。

DSLには、正式な化学物質名ではなく一般化してマ

スクされた物質名も収載されている。新規化学物質届

出の際に、マスク名規則（Masked name regulations）に

図表 1 DSLなどインベントリー収載物質やCEPA規制物質の検索サイト

準拠して命名したマスク名を用いることで、秘密扱い

でDSLに収載するよう要求することができる。このマ

スク名の使用が許可されると、マスク名を使用した物

質の識別番号が付与される。

2.2　国内未収載物質リスト（NDSL）

カナダでは新規化学物質届出規則で指定された数量

を超えて商業的に使用されていないが、国際的に商業

使用されていると知られている国内未収載物質リスト

（NDSL）もある。実際には、このリストは米国 TSCA

インベントリー収載物質のリストであり、TSCAイン

ベントリーの公開の部に最低 1 年間の収載後に、こ

の NDSLへ収載される。ただし、TSCAでリスク管理

措置がとられた物質（SNUR等が発行された物質）は

NDSLには収載されない。さらに、TSCAインベント

リーの秘密の部に収載された物質は、公開の部の物

質と同じように自動的にNDSLに収載されないため、

NDSLに収載させるには Nomination Form（旧 Form C）

を提出する必要がある。その場合、NDSLに正式な化

学物質名を公開して収載を希望する場合であっても、

Nomination Formの提出は必要となる。
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1. 危険物輸送の国際的な体系

リチウム電池を含む危険物の輸送に関しては、先ず

全輸送モード（陸上・海上・航空）に共通して適用さ

れる国際的な規則である国連モデル規則および危険物

の試験方法および判定基準をまとめた国連マニュアル

があります。また航空輸送に関しては上記を元にし、

国連の専門機関である国際民間航空機関（International 

Civil Aviation Organization（ICAO））が国際民間航空条

約の第 18 付属書に基づき「航空による危険物の安全

輸送に関する技術指針」（以降、「技術指針」）を作成し

ています。この技術指針は 2 年に 1 回、奇数年発効

で改定されています。現在、ICAOには日本を含め

193 カ国が加盟していますが、加盟国は技術指針の内

容を各加盟国の国内法に取り入れることが要求されて

います。

　しかしながら、技術指針の内容が実務に不足な点が

あるため民間航空会社等の団体である IATA（国際航空

運送協会）が、技術指針の内容をすべて網羅し、加え

て危険物の航空輸送に関し民間で蓄積された規定や、

技術指針等とは異なる規定を例外規定と言いますが、

国が定めた政府例外規定および航空会社（規則上、運

航者と呼ばれます）が設けた運航者例外規定もすべて

取り込んで IATA危険物規則書（「IATA DGR」、以降「規

則書」）を編纂し発行しています。規則書は、言ってみ

れば技術指針の実用書です。この規則書は毎年、改定

され発行されています（図表 1）。

リチウム電池の取扱いに関しても、他の危険物と同

様に規則書に詳細な規定が定められており、荷送人は

規則書に従った取扱いを行うことが必要です。規則書

には技術指針の内容が網羅されており、一方で各加盟

国の国内法にはその技術指針が取り込まれているた

め、規則書に違反すると国の法令に違反することにな

ります。罰則の対象になり得るので注意が必要です。

特集 3

リチウム電池の航空輸送
そのポイントと注意点

（一社）航空危険物安全輸送協会　主任研究員

久保山　潔（くぼやま　きよし）
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2. 危険物教育訓練

　規則書では、規則に従って危険物が確実に輸送され

るよう職務を遂行する従業員の雇用者は、危険物教育

訓練プログラムを設定維持し従業員を教育訓練する

か、雇用者のために開発された第三者教育機関（CBTA

認定）を利用して教育訓練をすることが要求されてい

ます。なお、国内で危険物教育訓練を行う第三者教

育機関（CBTA認定）には、一般社団法人航空危険物安

全輸送協会（JACIS）、一般社団法人航空貨物運送協会

（JAFA）、NCA JAPAN株式会社があります。　　

3. 危険物としての位置づけ

リチウム電池は現在、個人用から産業用まで幅広

い分野の電気製品等で利用されている物品です。危

険物としてのリチウム電池の輸送に関しては 1982 年

に ICAOが初めて、小型を除くものは航空輸送禁止と

しました。当時はリチウムイオン電池は未だ商品化

されておらず、金属電池のみの規制でした。その後、

1990 年にソニーが世界で初めてリチウムイオン電池

を商品化し、1991 年からは国連番号も設けられ、そ

れ以降、リチウム電池の輸送に関する規則は、国連番

号の分化を含め度々、規定の改定が加えられてきてい

ます。荷送人がリチウム電池を航空輸送する場合には

その内容に応じて規則書に従って正しく取り扱うこと

が要求されています。

4. リチウム電池の試験等

リチウム電池を航空輸送するためには色んな要件が

ありますが、先ず最も基本的な要件として、国連マ

ニュアル、PartⅢ、Subsection38.3 に定められた試験

に合格していることが求められます。試験に合格した

単電池を 2 つ以上接続して作成される組電池も改め

て試験を行い合格していることを確認する必要があり

ます。リチウム電池に係る事故がなくならないため、

2020 年からは、2003 年 7 月 1 日以降に製造されたリ

チウム電池の製造業者および販売業者は国連マニュア

ルに指定されたような試験結果要約をインターネット

等も使用して利用可能にしなければならないと規定さ

れています（2023 年からは、機器に組み込まれたボタ

図表 1　規則の体系と適用
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はじめに

　昨今、各国でサステナビリティ開示の議論が活発化

し、開示ルールの法制化が進んでいます。

　日本では 2022 年 7 月 1 日に、財務会計基準機構の

内部組織としてサステナビリティ基準委員会（SSBJ）

が設立されました。SSBJは日本のサステナビリティ

開示基準について、2023 年度中（遅くとも 2024 年

3 月 31 日まで）に公開草案を公表し、2024 年度中（遅

くとも 2025 年 3 月 31 日まで）に確定基準を公表する

という計画概要を発表しています※ 1。

　一方、EU議会では 2023 年 1 月 5 日に企業サス

テナビリティ報告指令（CSRD）が発効し、次いで

Grant Thornton AG（ドイツ）
井上　広志（いのうえ　ひろし）

2023 年 7 月 31 日に欧州サステナビリティ報告基準

（ESRS）の最終化を採択しました。日本企業でも、EU

域内に一定の子会社（及びグループ）がある場合には

当該 EU拠点によるサステナビリティ情報の開示が必

要になるほか、要件に合致した場合には日本の親会社

を含む連結ベースでの開示を求められることになり、

影響は大きいと考えられます。そこで本稿では欧州

CSRD/ESRSの概要についてご紹介します。

　なお、本稿の内容は今後の EU議会や EU各国の国内

法の審議状況によって変更される可能性があり、文中

の意見にわたる部分は筆者の私見であることを予めお

断りします。

欧州CSRD/ESRSと企業における

サステナビリティ情報開示の動向

サステナビリティ情報の開示を促し透明性を高めようとする動きが世界的に広がりを見せ、徐々に厳しさを増

しています。EUにおいても 2023 年 1 月に企業サステナビリティ報告指令（CSRD）が発効され、7 月には欧州

委員会によってその下位に位置づけられる欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）の採択がなされました。今

後はCSRDの対象となる企業に対してESRSに基づく報告が順次義務づけられることになります。日本企業で

あっても適用対象になり得ることから、本誌の読者におかれては、CSR、環境部門の皆さまを中心に高い関心

が窺われます。SSbD（Safe and Sustainable by Design）の関連事項として興味をお持ちの方もいらっしゃるか

もしれません。今号では EUの動向に詳しいドイツ駐在の井上氏から、CSRD, ESRSとはどのようなものであ

るのかを概観し、要点をまとめていただきました。

F cus

※ 1 サステナビリティ基準委員会 2023 年 3 月 2 日公表資料より
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